
Ⅲ 障害者支援における権利擁護
と虐待防止に関わる法律
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１ 障害者の権利に関する条約及び
障害者差別解消法について
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平成１６年 ６月 ４日 障害者基本法改正（議員立法）

※ 施策の基本的理念として差別の禁止を規定

平成１８年 １２月 １３日 第61回国連総会において障害者権利条約を採択

平成１９年 ９月 ２８日 日本による障害者権利条約への署名

平成２３年 ８月 ５日 障害者基本法改正

※ 障害者権利条約の考え方を踏まえ、合理的配慮の概念を規定

平成２５年 ６月 ２６日 障害者差別解消法 公布・一部施行

平成２６年 １月 ２０日 障害者の権利に関する条約締結

平成２７年 ２月２４日 障害者差別解消法「基本方針」閣議決定

平成２８年 ４月 １日 障害者差別解消法施行

■ 障害者差別解消法関係の経緯
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我が国は「障害者の権利に関する条約」を批准しました！
障害者権利条約とは？

条約を締結するとどうなるの？

■ 「障害者権利条約」は，障害者の人権や基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の

尊重を促進するため，障害者の権利を実現するための措置等を規定しています。

例えば ◆障害に基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定※を含む。）を禁止

◆障害者が社会に参加し、包容されることを促進
◆条約の実施を監視する枠組みを設置，等

※過度の負担ではないにもかかわらず，障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等（例：スロープの設置）を行わないことを指しま

す。

■ 我が国において，障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化されます。
（障害者の身体の自由や表現の自由等の権利，教育や労働等の権利が促進されます。）
（我が国による条約の実施を，国内において監視する枠組み（障害者政策委員会）や，国連の障害者権利委員会への
報告を通じて，継続的に説明していきます。また，障害者権利委員会委員への立候補について検討していきます。）

■ 人権尊重についての国際協力が一層推進されます。

2006年12月 国連総会で条約が採択されました。
2007年 9月 我が国が条約に署名しました。
2008年 5月 条約が発効しました。
条約締結に先立ち，障害当事者の意見も聴きながら，国内法令の整備を推進してきました。

2011年 8月 障害者基本法が改正されました。
2012年 6月 障害者総合支援法が成立しました。
2013年 6月 障害者差別解消法が成立し，障害者雇用促進法が改正されました。
これらの法整備をうけて，国会において議論され，2013年11月19日の衆議院本会議，12月4日の参議院本会議において全会一致で締結

が承認されました。

2014年3月現在 （我が国を含め）

142か国・1地域機関が締結済みです。

条約成立まで－締結に向けて我が国ではどのような取組が行われたの？

2014年3月 外務省人権人道課 （お問い合わせは03-5501-8240まで）

2014年1月20日に我が国は「障害者権利条約」の締約国になりました。
また，2月19日に，我が国について障害者権利条約が発効しました。
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法＜平成２５年法律第６５号＞）の概要

施行日：平成２８年４月１日（施行後３年を目途に必要な見直し検討）

Ⅱ．差別を解消するための支援措置

● 相談・紛争解決の体制整備 ⇒ 既存の相談、紛争解決の制度の活用・充実紛争解決・相談

● 障害者差別解消支援地域協議会における関係機関等の連携地域における連携

● 普及・啓発活動の実施啓発活動

Ⅰ．差別を解消するための措置

差別的取扱いの禁止 合理的配慮の不提供の禁止

国・地方公共団体等
民間事業者

民間事業者

国・地方公共団体等法的義務

努力義務

法的義務

（１）政府全体の方針として、差別の解消の推進に関する基本方針を策定（閣議決定）

具体的な対応

● 主務大臣による民間事業者に対する報告徴収、助言・指導、勧告実効性の確保

※ 地方の策定は努力義務国・地方公共団体等 ⇒ 当該機関における取組に関する対応要領を策定
事業者 ⇒ 事業分野別の対応指針（ガイドライン）を策定

（２）

情報収集等 ● 国内外における差別及び差別の解消に向けた取組に関わる情報の収集、整理及び提供

２
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■ 対応要領・対応指針の策定

≪障害者差別解消法（平成28年４月１日施行）≫

差別の解消の推進に関する基本
方針

政府全体の方針として策定
【Ｈ27.2.24閣議決定】

対応要領

当該機関における職員の取組に関する要領

○厚生労働省（人事課） ○中央労働委員会
○厚労省所管独立行政法人等 18法人

対応指針

事業者向けに事業分野別の指針（ガイドライン）

○福祉事業者向けガイドライン
○医療関係事業者向けガイドライン
○衛生事業者向けガイドライン
○社会保険労務士の業務を行う事業者向け

ガイドライン

【政府全体】

【厚生労働省】

■ 公表までの工程（指針）

H27年8月5日 障害者団体からのヒアリング 11月初旬 公表・周知

8月中旬～10月中旬 各分野別にパブリックコメント H28年4月1日 障害者差別解消法施行

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sabetsu_kaisho/index.html

＜対応指針掲載URL＞



■ 福祉事業者向けガイドラインの概要＜１＞

1 趣旨
福祉分野に関わる事業（地域福祉、児童福祉、老人福祉、障害福祉）を行う事業者向けの

ガイドライン

2 不当な差別的取扱いと考えられる例
○サービスの利用を拒否すること
○サービスの利用を制限すること（場所・時間帯などの制限）
○サービスの利用に際し条件を付すこと（障害のない者には付さない条件を付すこと）
○サービスの利用・提供にあたって、他の者とは異なる取扱いをすること

3 合理的配慮と考えられる例
○基準・手順の柔軟な変更

・障害の特性に応じた休憩時間等の調整などのルール、慣行を柔軟に変更すること
○物理的環境への配慮

・施設内の段差にスロープを渡すこと など
○補助器具・サービスの提供
・手話、要約筆記、筆談、図解、ふりがな付文書を使用するなど、本人が希望する方法で、わかりや
すい説明を行うこと

・パニック等を起こした際に静かに休憩できる場所を設けること
・館内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりすること など

4 事業者における相談体制の整備

5 事業者における研修・啓発

6 国の行政機関における相談窓口 ７ 主務大臣による行政措置

４

※他分野のガイドラインも
ほぼ同内容



■ 福祉事業者向けガイドラインの概要＜２＞

福祉事業者向けガイドラインの特色

（１）障害種別ごとの障害特性に応じた対応について記載

＜例＞

５

肢体不自由（車椅子を利用されている
場合）(抄)

〔主な特性〕
・脊髄損傷（対麻痺又は四肢麻痺、排泄障

害、知覚障害、体温調節障害など）
・脳性麻痺（不随意運動、手足の緊張、言

語障害、知的障害重複の場合もある）
・脳血管障害（片麻痺、運動失調）
・病気等による筋力低下や関節損傷などで

歩行が困難な場合もある
・ベッドへの移乗、着替え、洗面、トイレ、

入浴など、日常の様々な場面で援助が必
要な人の割合が高い

〔主な対応〕
・段差をなくす、車椅子移動時の幅・走行

面の斜度、車椅子用トイレ、施設のドア
を引き戸や自動ドアにするなどの配慮

・机アプローチ時に車椅子が入れる高さや
作業を容易にする手の届く範囲の考慮

・目線をあわせて会話する

聴覚障害(抄)

〔主な特性〕
・聴覚障害は外見上わかりにくい障害で

あり、その人が抱えている困難も他の
人からは気づかれにくい側面がある

・聴覚障害者は補聴器や人工内耳を装用
するほか、コミュニケーション方法
には、手話、筆談、口話など様々な方
法があるが、どれか一つで十分という
ことではなく、多くの聴覚障害者は話
す相手や場面によって複数の手段を組
み合わせるなど使い分けている

〔主な対応〕
・手話や文字表示、手話通訳や要約筆記

者の配置など、目で見てわかる情報を
提示したりコミュニケーションをとる
配慮

・音声だけで話すことは極力避け、視覚
的なより具体的な情報も併用

・スマートフォンなどのアプリに音声を
文字に変換できるものがあり、これら
を使用すると筆談を補うことができる

失語症（抄）

〔主な特性〕
・聞くことの障害

音は聞こえるが「ことば」の理解に障
害があり「話」の内容が分からない。

・話すことの障害
伝えたいことをうまく言葉や文章にで

きない。
・読むことの障害

文字を読んでも理解が難しい
・書くことの障害

書き間違いが多い、また「てにをは」
などをうまく使えない、文を書くことが
難しい

〔主な対応〕
・表情がわかるよう、顔を見ながら、ゆっ

くりと短いことばや文章で、わかりやす
く話しかける

・「はい」「いいえ」で答えられるように
問いかけると理解しやすい



■ 福祉事業者向けガイドラインの概要＜３＞

福祉事業者向けガイドラインの特色

（２）障害特性に応じた具体的対応例（コラム）を記載 ～抄～

アンケートも多様な方法で（視覚障害）

アンケートを取る際に、印刷物だけを配布していました。すると、
視覚障害の方から、電子データでほしいと要望がありました。電子
データであればパソコンの読み上げソフトを利用して回答できるか
らとのことでした。

紙媒体という画一的な方法ではなく、テキストデータでアンケー
トを送信し、メールで回答を受け取るという方法をとることで、視
覚障害の方にもアンケートに答えてもらえるようになりました。

建物の段差が障壁に（肢体不自由）

車椅子を使用している身体障害者（1級）Ａさんが、外出中、
建物に入ろうとすると大きな段差があり立ち往生してしまい
ました。

スタッフに協力をお願いしてみると、段差を車椅子で乗り
越える手伝いを申し出てくれました。介助のお陰で、無事に
建物に入ることができました。

作業能力を発揮するための一工夫（知的障害）

Ａさんは、作業能力はあるけれど、不安が強くなると本来の作業
能力が発揮できなくなってしまいます。Ａさんの担当は清掃作業。
１フロアーを一人で担当するように任されていましたが、広い範囲
を一人で任されることに不安を感じ、本来の作業能力を発揮できず
ミスが増えていました。

作業量は変えずに2フロアーを2人で担当する様にしたところ、Ａ
さんの不安が減少し、本来の能力を発揮できるようになり、ミスも
減りました。

個別の対応で理解が容易に（発達障害）

発達障害のＢさんは、利用者全体に向けた説明を聞いても、
理解できないことがしばしばある方です。そのため、ルール
や変更事項等が伝わらないことでトラブルになってしまうこ
とも多々ありました。

そこで、Ｂさんには、全体での説明の他に個別に時間を取
り、正面に座り文字やイラストにして直接伝えるようにした
ら、様々な説明が理解できるようになり、トラブルが減るよ
うになりました。

（３）関連情報をコラムで紹介

○障害者虐待防止法 ○発達障害者支援法 ○身体障害者補助犬 ○障害者に関するマーク

○児童虐待防止法 ○高齢者虐待防止法 等

６



２ 障害者虐待防止法について
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障害者虐待防止法の概要

目 的

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとっ て障害者に
対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の 禁止、国等の責務、障
害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、 養護者に対する支援のための措置
等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する 支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権
利利益の擁護に資することを目的とする。

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、
平成２４年１０月１日施行）

定 義

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障
壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
２ ｢障害者虐待｣とは、次の３つをいう。

①養護者による障害者虐待
②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
③使用者による障害者虐待

３ 障害者虐待の類型は、次の５つ。（具体的要件は、虐待を行う主体ごとに微妙に異なる。）

①身体的虐待 （障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること）

②放棄・放置 （障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等による①③④の行為と同様の行為の放置等）

③心理的虐待 （障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと）

④性的虐待 （障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること）

⑤経済的虐待 （障害者から不当に財産上の利益を得ること）
11



障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の概要

１ ｢障害者｣とは、身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に
相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
２ ｢障害者虐待｣とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
３ 障害者虐待の類型は、①身体的虐待、②放棄・放置、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の５つ。

定 義

１ 何人も障害者を虐待してはならない旨の規定、障害者の虐待の防止に係る国等の責務規定、障害者虐待の早期発見の努力義務規定を置く。

２ 「障害者虐待」を受けたと思われる障害者を発見した者に速やかな通報を義務付けるとともに、障害者虐待防止等に係る具体的スキームを定め
る。

３ 就学する障害者、保育所等に通う障害者及び医療機関を利用する障害者に対する虐待への対応について、その防止等のための措置の実施を学
校の長、保育所等の長及び医療機関の管理者に義務付ける。

虐待防止施策

養護者による障害者虐待 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 使用者による障害者虐待

[市町村の責務]相談等、居室確保、連携確保
[設置者等の責務] 当該施設等における障害者に

対する虐待防止等のための措置を実施

[事業主の責務] 当該事業所における障害者に対す

る虐待防止等のための措置を実施

[スキーム] [スキーム] [スキーム]

市
町
村

都
道
府
県

虐
待
発
見

虐
待
発
見

虐
待
発
見

市
町
村

附則第２条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確
保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及
び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力
等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るものとする。

検討

通報
①事実確認（立入調査等）

②措置(一時保護、後見審判請求)

①監督権限等の適切な行使

②措置等の公表

①監督権限等の適

切な行使

②措置等の公表

通報
通報

通知

報告報告
労働局都道府県

（平成２３年６月１７日成立、同６月２４日公布、平成２４年１０月１日施行）

市町村

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であ
ること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支
援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資すること
を目的とする。

目 的



区 分 内 容 と 具 体 例

身体的虐待

暴力によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛り付けたり、過剰な投薬によって動きを抑制する行為。
【具体的な例】
・平手打ちする ・殴る ･蹴る ・壁に叩きつける ・つねる ・無理やりに食べ物や飲み物を口にいれる
・やけど ・打撲させる ・身体拘束（柱やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑
制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬等を服用させる等）

性的虐待

性的な行為やその強要（表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある）
【具体的な例】
･性行 ・性器への接触 ・性的行為を強要する ・裸にする ・キスする
・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する ・わいせつな映像を見せる ・更衣やトイレ等の場面をの
ぞいたり映像や動画を撮影する

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的苦痛を与えること。
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる ・怒鳴る ・ののしる ・悪口を言う ・仲間に入れない ･子ど
も扱いする ・人格をおとしめるような扱いをする ・話しているのに意図的に無視する

放棄・放置

食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等に
よって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
・食事や水分を十分に与えない ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している ・あまり入浴させない ・汚
れた服を着させ続ける ・排泄の介助をしない ・髪や爪が伸び放題 ・室内の掃除をしない
・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる ・病気やけがをしても受診させない ・学校に
行かせない ・必要な福祉サービスを受けさせない ･制限する ・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理的
虐待を放置する

経済的虐待

本人の同意なしに（あるいはだます等して）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使
用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない ・本人の同意なしに財産や預貯金分を処分・運用する ・日常生活に必要な金銭を渡さ
ない・使わせない ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない。



○身体的虐待の事案
精神障害者のグループホームの女性利用者を診察した病院は、腕や足の打撲に「虐待の疑い
がある」としてそのまま入院させた。グループホームの元職員は、グループホームを運営する
法人の理事長から利用者が虐待を受けていると通報した。利用者のメモには、「顔、おなかを
たたかれ、けられました。」などと書かれていた。

○性的虐待の事案
障害児の通所施設の職員が、利用している複数の女児の下半身を触り、撮影したとして逮捕
された。加害者の職員は裁判で「障害のある子どもなら、被害が発覚しないと思った。」と述
べた。

○心理的虐待の事案
施設の職員から、施設幹部による入所者への暴言が続いていると通報が寄せられた。職員に
手を出した入所者に「おまえ、この野郎、外だったらボコボコにするぞ」などと詰め寄ったり、
入所者を「てめえ」と怒鳴って小突いた、などとされている。

○放棄・放置の事案
障害者支援施設の職員が、利用者が食事を食べないと目の前でバケツに捨てる、大きな外傷
があっても受診させないなどの虐待をしたことが、自治体の検査で確認された。

○経済的虐待の事案
グループホームの職員が、利用者の給料を本人の代わりに預金口座に入金する際、一部を入
金しないなどして着服を重ねていた。被害を受けた障害者は20人近く、着服額は1,500万円以上
に及んだ。

虐待事案の例 （障害者福祉施設従事者等による虐待報道を参考に作成）



虐待行為と刑法

虐待行為は、刑事罰の対象になる場合があります。

等に該当することが考えられます。

これまでの虐待事案においても、虐待した障害者福祉施設等の職員が警察によって逮捕、
送検された事案が複数起きています。

虐待行為の類型 該当する刑法の例

① 身体的虐待 刑法第199条殺人罪、第204条傷害罪、第208条暴行罪、
第220条逮捕監禁罪

② 性的虐待 刑法第176条強制わいせつ罪、第177条強姦罪、
第178条準強制わいせつ、準強姦罪

③ 心理的虐待 刑法第222条脅迫罪、第223条強要罪、第230条名誉毀損罪、
第231条侮辱罪

④ 放棄・放置 刑法第218条保護責任者遺棄罪

⑤ 経済的虐待 刑法第235条窃盗罪、第246条詐欺罪、第249条恐喝罪、
第252条横領罪

15
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注：平成２４年度のデータは下半期のみのデータであり、経年比較としては平成２５年度から平成２７年度の３ヶ年分が対象。

（下半期のみ）

使用者による障害者虐待養護者による障害者虐待



平成２７年度 都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応状況等（調査結果）

○平成24年10月1日に障害者虐待防止法施行（養護者、施設等職員、使用者による虐待）

→平成27年4月1日～平成28年3月31日までの１年間における養護者、施設職員等による
虐待の状況について、都道府県経由で調査を実施。

養護者による

障害者虐待

障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待

使用者による障害者虐待

（参考）都道府県労働局の対応

市区町村等への

相談・通報件数

4,450件
（4,458件）

2,160件
（1,746件）

848件
（664件） 虐待が

認められた
事業所数

507事業所
（299事業所）

市区町村等による

虐待判断件数

1,593件
（1,666件）

399件
（311件）

被虐待者数
1,615人
（1,695人）

569人
（525人）

被虐待者数
970人
（483人）

【調査結果（全体像）】
（注１） 上記は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに虐待と判断された事例を集計したもの。

カッコ内については、前回調査(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)のもの。
（注２） 都道府県労働局の対応については、平成28年7月27日労働基準局労働関係法課労働紛争処理業務室のデータを引用。（「虐待判断件数」は
「虐待が認められた事業所数」と同義。）



３ 日常生活自立支援事業と
成年後見制度について
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＜目的＞
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用

に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

＜実施主体＞
都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社会福祉
協議会等（基幹的社協等）に委託できる。（平成２９年３月現在の基幹的社協等は１，２４５ヵ所）
（補助率）１／２

＜事業の対象者＞
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している
と認められる者。（平成２９年３月末実利用者数は５１，８３６人）

＜援助内容＞
①福祉サービスの利用援助
②苦情解決制度の利用援助
③住宅改造、居住家屋の賃借、
日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等

④①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の
日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、
サービスの利用料の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。

（1ヶ月の平均利用回数は約2回、利用料の平均1回1,200円）

日常生活自立支援事業
平成３０年度予算案：生活困窮者就労準備支援事業費等補助金３８５億円の内数

認知症高齢者等 知的障害者等 精神障害者等 その他 計

23,493 11,910 13,730 2,703 51,836

45.3% 23.0% 26.5% 5.2% 100.0%

実利用者数
（人）



【機密性 2情報】 

 

 後 見 保 佐 補 助 

対象となる方 
判断能力が欠けているのが通常の 

状態の方 
判断能力が 著

いちじる

しく不十分な方 判断能力が不十分な方 

申立てをすることがで

きる人 

 
  

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等（成年
せいねん

後見
こうけん

 

人
にん

・保
ほ

佐人
さ に ん

・補助人
ほ じ ょ に ん

）の 

同意が必要な行為 

 
民法 13条 1項所定

しょてい

の行為
こ う い

 

（注２）（注３）（注４） 

申立
もうした

ての範囲内
は ん い な い

での家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が審判
しんぱん

 

で定める「特定の法律行為」（民法 13 

条 1項所定
しょてい

の行為の一部） 

取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 
同上 

（注２）（注３）（注４） 

同上 

（注２）（注４） 

成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等に与えら 

れる代理権
だい り け ん

の範囲 
財産に関するすべての法律行為 

申立ての範囲内で家庭
かて い

裁判所
さいばんしょ

が審判
しんぱん

で定める「特定の法律行為」（注１） 

同左 

（注１） 

制度を利用した場合の
資格などの制限 

医師、税理士
ぜ い り し

等の資格や会社役員、

公務員等の地位を失うなど（注５） 

医師、税理士
ぜ い り し

等の資格や会社役員、公

務員等の地位を失うなど 
 

法定後見制度の概要 

精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為における意思決定が困難な方々について，その判断
能力を補い，その方々の財産等の権利を擁護する制度 

（注１）本人以外の者の申立てにより、保
ほ

佐人
さ に ん

に代理権
だ い り け ん

を与える審判
しん ぱ ん

をする場合、本人の同意が必要になります。補助
ほ じ ょ

開始
か い し

の審判
しん ぱ ん

や補助人
ほ じ ょ に ん

に同意権
ど う い け ん

・代理権
だ い り け ん

を

与える審判
しん ぱ ん

をする場合も同じです。 

（注２）民法 13条 1項では、借金、訴訟
そし ょ う

行為
こ う い

、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。 

（注３）家庭
か て い

裁判所
さい ば ん し ょ

の審判
しん ぱ ん

により、民法 13条 1項の所定
しょ て い

の行為以外についても、同意権
ど う い け ん

・取消権
とり け し け ん

の範囲とすることができます。 

（注４）日用品の購入
こうにゅう

など日常生活に関する行為は除
のぞ

かれます。 

（注５）公職
こうしょく

選挙法
せん き ょ ほ う

の改正により、選挙権
せん き ょ け ん

の制限はなくなりました。 

本人、配偶者
はいぐうしゃ

、四親
よんしん

等内
とうない

の親族
しんぞく

、検察官
けんさつかん

、市町村長など（注１） 
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成年後見制度の利用の促進に関する法律①
（平成28年4月13日公布、5月13日施行）

21

地域の需要に対応し

た成年後見制度の利

用の促進

成年後見制度の利

用に関する

体制の整備

成年後見制度の理念の尊重

①ノーマライゼーション

②自己決定権の尊重

③身上の保護の重視

基本理念

○基本方針に基づく施策を実施する

ため必要な法制上・財政上の措置

○成年被後見人等の権利制限に係る

関係法律の改正その他の基本方針

に基づく施策を実施するために必

要な法制上の措置については、こ

の法律の施行後三年以内を目途と

して講ずる

１ 国の責務

２ 地方公共団体の責務

３ 関係者の努力

４ 国民の努力

５ 関係機関等の相互の

連携

国等の責務

基本方針

１関係機関等に

おける体制の
充実強化

２関係機関等の

相互の緊密な
連携の確保

法制上の措置等

施策の実施状況の公表（毎年）

１地域住民の需要に応じた利

用の促進

２地域において成年後見人等

となる人材の確保

３成年後見等実施機関の活動

に対する支援

１保佐及び補助の制度の利用を促進す

る方策の検討

２成年被後見人等の権利制限に係る制

度の見直し

３成年被後見人等の医療等に係る意思

決定が困難な者への支援等の検討

４成年被後見人等の死亡後における成

年後見人等の事務の範囲の見直し

５任意後見制度の積極的な活用

６国民に対する周知等



成年後見制度の利用の促進に関する法律②
（平成28年4月13日公布、5月13日施行）

22

○有識者で組織する。

○基本計画案の調査審議、施
策に関する重要事項の調査
審議、内閣総理大臣等への
建議等を行う。

意見

１ 組織
会長：内閣総理大臣
委員：内閣官房長官、特命担当大臣、法
務大臣、厚生労働大臣、総務大臣等

２ 所掌事務
① 基本計画案の作成
② 関係行政機関の調整
③ 施策の推進、実施状況の
検証・評価等

成年後見制度利用促進会議 成年後見制度利用促進委員会

成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
「成年後見制度利用促進基本計画」を策定

基本計画
地方公共団体の措置

この法律は、公布の日から起算して１月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとする。

その他

体 制

都道府県の措置
○人材の育成
○必要な助言

市町村の措置
○国の基本計画を踏ま
えた計画の策定等

○合議制の機関の設置

援助

この法律の施行後２年以内の政令で定める日に、これらの組織を廃止し、
新たに関係行政機関で組織する成年後見制度利用促進会議及び有識者で
組織する成年後見制度利用促進専門家会議を設ける（両会議の庶務は厚
生労働省に）。



成年後見制度利用促進基本計画の概要

23

（１）今後の施策の基本的な考え方
①ノーマライゼーション（個人としての尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい生活を保障する）
②自己決定権の尊重（意思決定支援の重視と自発的意思の尊重）
③財産管理のみならず、身上保護も重視。

（２）今後の施策の目標

①利用者がメリットを実感できる制度・運用へ改善を進める。

②全国どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、各地域において、権利擁護支
援の地域連携ネットワークの構築を図る。

③後見人等による横領等の不正防止を徹底するとともに、利用しやすさとの調和を図り、安心して成年
後見制度を利用できる環境を整備する。

④成年被後見人等の権利制限に係る措置（欠格条項）を見直す。
（３）施策の進捗状況の把握・評価等

基本計画に盛り込まれた施策について、国においてその進捗状況を把握・評価し、目標達成のために必
要な対応について検討する。

基本的な考え方及び目標等

基本計画について

（１）成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づき、成年後見制度の利用促進に
関する施策の総合的・計画的な推進を図るために策定。
（２）計画の対象期間は概ね５年間を念頭（平成29年度～33年度）。
（３）国・地方公共団体・関係団体等は、工程表を踏まえた各施策の段階的・計画的な推進に取り組む。
※市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定。
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総合的かつ計画的に講ずべき施策

（１）

利用者がメリットを実感でき

る制度・運用の改善
－制度開始時・開始後に
おける身上保護の充実－

（２）

権利擁護支援の地域連携
ネットワークづくり

○以下の３つの役割を果たす地域連携ネットワークの整備を進める。
・権利擁護支援の必要な人の発見・支援

・早期の段階からの相談・対応体制の整備

・意思決定支援・身上保護を重視した後見活動を支援する体制の構築

○地域連携ネットワークの基本的仕組み
・「チーム」対応（福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守る体制の整備）

・「協議会」等（福祉・法律の専門職団体が協力して個別のチームを支援する仕組みの整備）

➡地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関が必要。
◎地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等
・広報機能（権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等）
・相談機能（相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等）

・利用促進（マッチング）機能

・後見人支援機能（チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等）

・不正防止効果

◎中核機関の設置・運営形態
・設置の区域：市町村の単位を基本とする。（複数の市町村での設置も検討）
・設置の主体：市町村の設置が望ましい。（委託等を含め地域の実情に応じた柔軟な設置）

・運営の主体：市町村による直営又は委託など（業務の中立性・公正性の確保に留意）

※専門職団体は、地域連携ネットワーク及び中核機関の設置・運営に積極的に協力

○高齢者と障害者（本人）の特性に応じた意思決定支援を行うための指針の策定等に向けた検討
や、検討の成果を共有・活用する。

○本人の意思・身上に配慮した後見事務を適切に行うことのできる後見人等を家庭裁判所が選任で
きるようにするための仕組みを検討する。

○本人の権利擁護を十分に図る観点から、後見人等の交代を柔軟に行うことを可能とする環境を整
備する。

○後見・保佐・補助の判別が適切になされるよう、医師が本人の置かれた家庭的・社会的状況も考慮
しつつ適切な医学的判断を行える、診断書等の在り方を検討する。



○現行の後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策（預貯金の適切な管理、
払戻方法等）を検討する。

○今後の専門職団体の対応強化等の検討状況を踏まえ、より効率的な不正防止
のための方策を検討する。

○移行型任意後見契約における不適切事例については、地域連携ネットワークで
の発見・支援とともに、実務的な対応を検討する。
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総合的かつ計画的に講ずべき施策

（３）
不正防止の徹底と利用しやすさとの
調和
－安心して利用できる環境整備－

○任意後見契約のメリット等の周知、相談対応を進める。

○成年後見制度利用に係る費用助成について、各市町村において、国の補助制度
の活用や、国が明らかにしている助成対象の取扱いを踏まえた対応を検討する
。（例えば保佐・補助や本人申立て等の取扱い）

○市町村は国の計画を勘案して市町村計画の策定に努める。

○市町村の役割：中核機関の設置、地域連携ネットワークの段階的整備等
○都道府県の役割：広域的見地からの市町村の支援等
○国の役割：財源を確保しつつ国の予算事業の積極的な活用を促す、先進的な取
組例の紹介など
※関係団体（福祉関係者団体・法律関係者団体）の積極的な協力が重要

（６）

成年被後見人等の医療・介護等に係
る意思決定が困難な者への支援等
の検討

（７）

成年被後見人等の権利制限に係る
措置の見直し

（８）
死後事務の範囲等

（４）

制度の利用促進に向けて取り組むべ
きその他の事項

○医療や福祉関係者等の合意を得ながら、医療・介護等の現場において関係者が
対応を行う際に参考となるような考え方を、指針の作成等を通じて社会に提示し
、成年後見人等の具体的な役割等が明らかになっていくよう、できる限り速やか
に検討する。

○成年後見人等の権利に制限が設けられている制度（いわゆる欠格条項）につい

て検討を加え、速やかに必要な見直しを行う。

○平成２８年１０月に施行された改正法の施行状況を踏まえつつ、事務が適切に行
われるよう必要に応じて検討を行う。

（５）
国、地方公共団体、関係団体等
の役割



成年後見制度利用促進基本計画のポイント

・権利擁護支援が必要な人の発見と早期からの相談
・後見人等を含めた「チーム」（注１）による本人の見守り
・「協議会」等（注２）によるチームの支援
・地域連携ネットワークの整備・運営の中核となる機関の必要性

・広報機能（権利擁護の必要な人の発見、周知・啓発等）
・相談機能（相談対応、後見ニーズの精査、見守り体制の調整等）
・利用促進（マッチング）機能
・後見人支援機能（チームによる支援、本人の意思を尊重した柔軟な対応等）
・不正防止効果

（２）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり ＜別紙３参照＞

・後見制度支援信託に並立・代替する新たな方策の検討
（預貯金の払戻しについての後見監督人等の関与を可能とする仕組み）

（３）不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 ＜別紙４参照＞

・財産管理のみならず、意思決定支援・身上保護も重視
・適切な後見人等の選任、後見開始後の柔軟な後見人等の交代等
・診断書の在り方の検討

（１）利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 ＜別紙２参照＞

注１：福祉等の関係者と後見人等がチームとなって本人を見守る体制
注２：福祉・法律の専門職団体が協力して個別のチームを支援する仕組み

・成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28年法律第29号）に基づき策定
・計画の対象期間は概ね５年間を念頭（平成29年度～33年度）
・工程表を踏まえた各施策の段階的・計画的な推進 ＜別紙１参照＞ ※市町村は国の計画を勘案して市町村計画を策定

・計画に盛り込まれた施策の進捗状況の把握・評価等



利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善 ＜別紙２＞

○ 医師や裁判所には，本人の生活状況をきちんと理解した上で本人の能力について判断してほしい。

○ 認知症や知的障害の特性を理解し，本人の意思を十分に汲み取ることのできる支援者が必要である。

裁判所

本人

病院

目指すべき運用（イメージ）

本人

裁判所

病院

支援のミスマッチが
生じがち

支援

現 状

？

診断のために
もっと情報が

欲しい･･･

何の支援が必要か
よく分からない･･･

本人の生活状況等に関す
る情報が伝わり，必要な

支援が受けられる

利用促進委員会での御指摘

○ 本人の生活状況等に関する情報が，医師・裁判所に伝わるよう関係機関による支援の在り方の検討

○ 本人の生活状況等を踏まえた診断内容について分かりやすく記載できる診断書の在り方の検討

今後の検討課題

地域連携
ネットワーク



直営又は委託

地域連携ネットワークのイメージ

家庭裁判所

協議会

中核機関

医療・福祉関係団体

市町村

弁護士会・司法書士会
・社会福祉士会等

民生委員・自治会等
地域関係団体

地域包括支援セ
ンター

社会福祉協議会

都道府県

民間団体・ＮＰＯ等

金融機関

≪地域連携ネットワークの役割≫
 権利擁護支援の必要な人の発見・支援
 早期の段階からの相談・対応体制の整備

 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体
制の構築

≪地域連携ネットワークの機能≫
・広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能、不正防止効果

後見人等本人
（認知症高齢者）

後見人等

ケアマネジャー 相談支援専門員

障害福祉
サービス事
業者

医療機関

チーム

介護

サービス事
業者

医療機関

本人
（障害者）

チーム

＜別紙３＞

・相談対応
・チームの支援
・協議会の開催
・家裁との連携
・後見人受任者調整等の支援 等

連携・支援



不正防止の徹底と利用しやすさとの調和 ＜別紙４＞

○ 後見制度支援信託に並立・代替する預貯金等の管理の在り方については、金融機関における自主的な

取組に期待。（全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組
合中央協会、ゆうちょ銀行、農林中央金庫に要請。）

○ 今後、最高裁判所・法務省等とも連携しつつ、積極的な検討を進めることが期待される。

預貯金等の管理の在り方のイメージ（案）

・成年被後見人名義の預貯金について
１ 口座の分別管理
①小口預金口座（日常的に使用する生活費等の管理）
②大口預金口座（通常使用しない多額の預貯金等の管理）

２ 払戻し
①小口預金口座
・後見人のみの判断で払戻しが可能
②大口預金口座
・後見人に加え、後見監督人等の同意（関与）が必要

３ 自動送金等
生活費等の継続的な確保のための定期的な自動送金
②大口預金口座 → ①小口預金口座

委員会の意見の概要等



利益相反行為（民法）
第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、
後見監督人がある場合は、この限りでない。 （下線は「利益相反行為」を指す）

社会福祉法人等による法人後見の取組

後見監督人の選任

補助・保佐・後見開始の審判

財産管理
身上配慮

法人後見の実施体制
成年後見人等
（法人後見）の選任

法人後見チーム
※継続性・専門性

後見監督人

○透明性の確保の例
法人外部の専門職の参加
（助言・チェック等）
（例）
・法律関係者
・医療関係者
・会計関係者
・福祉関係者 等

家庭裁判所
監督

成年後見制度利用促進委員会意見（平成２９年１月）抜粋
○ 若年期からの制度利用が想定され、その特性も多様である障害者の場合、継続性や専門性の観点から、法人後見の活用が有用である場合も
あり、後見監督等による利益相反等への対応を含めた透明性の確保を前提に、その活用を図っていくことが考えられる。

○ 社会福祉法人においては、地域の様々なニーズを把握し、これらのニーズに対応していく中で、地域における公益的な取組の一つとして、低所
得の高齢者・障害者に対して自ら成年後見を実施することも含め、その普及に向けた取組を実施することが期待される。

法人のサービス利用者
及び、それ以外の障害者等

後見等開始の審判
の申立て
・本人 ・配偶者
・四親等以内の親族
・市区町村長

参加

※申立人等の請求又は裁判所の職権で必要に応じて選任
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○ 平成２８年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。

（参考）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）（抄）

第２４条 （略）

２ 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生

活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

① 社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること

② 「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

③ 無料又は低額な料金で提供されること

○ 社会福祉法人の地域社会への貢献

⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

（在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど）

（生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など）

【社会福祉法人】

（留意点）

社会福祉と関連

のない事業は該

当しない

（留意点）

心身の状況や家庭

環境、経済的な理由

により支援を要する

者が対象

（留意点）

法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用を下

回る料金を徴収して実施するもの

地域における公益的な取組

「地域における公益的な取組」について

（社会・援護局福祉基盤課作成資料）
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４ 「障害福祉サービス等の提供に係る意思
決定ガイドライン」について
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「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の概要

１．意思決定支援の定義
意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を
送ることができるように、可能な限り本人が自ら意志決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くして
も本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討のために事業者の職員が行う支援の行
為及び仕組みをいう。

２．意思決定を構成する要素
（１）本人の判断能力
障害による判断能力の程度は、意思決定に大きな影響を与える。意思決定を進める上で、本人の判断能力の程度について慎重な
アセスメントが重要。

（２）意思決定支援が必要な場面

（３）人的・物理的環境による影響
意思決定支援は、本人に関わる職員や関係者による人的な影響や環境による影響、本人の経験の影響を受ける。

① 日常生活における場面
例えば食事・衣服の選択・外出・排せつ・整容・入浴等
基本的生活習慣に関する場面の他、複数用意された余
暇活動プログラムへの参加を選ぶ等の場面が考えられ
る。
日頃から本人の生活に関わる事業者の職員が、場面
に応じて即応的に行う直接支援の全てに意思決定支援
の要素が含まれている。

② 社会生活における場面
自宅からグループホームや入所施設等に住まいの場を移す場面
や、入所施設から地域移行してグループホームや一人暮らしを選ぶ
場面等が、意思決定支援の重要な場面として考えられる。
体験の機会の活用を含め、本人の意思確認を最大限の努力で行
うことを前提に、事業者、家族や成年後見人等が集まり、判断の根
拠を明確にしながら、より制限の少ない生活への移行を原則として、
意思決定支援を進める必要がある。

Ⅱ 総 論

○ 障害者総合支援法においては、障害者が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定事業者や指
定相談支援事業者に対し、「意思決定支援」を重要な取組として位置付けている。
○ 今般、意思決定支援の定義や意義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたガイドラインを作成し、事業者や成年後見の担い手を
含めた関係者間で共有することを通じて、障害者の意思を尊重した質の高いサービスの提供に資することを目的とするもの。

Ⅰ 趣 旨
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３．意思決定支援の基本的原則
（１）本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則である。本人の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解でき
るよう工夫して行うことが重要である。

（２）職員等の価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するよう努める姿
勢が求められる。

（３）本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、本人の日常生活の場面や事業者のサー
ビス提供場面における表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまでの生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根
拠を明確にしながら障害者の意思及び選好を推定する。

４．最善の利益の判断
本人の意思を推定することがどうしても困難な場合は、関係者が協議し、本人にとっての最善の利益を判断せざるを得ない場合があ
る。最善の利益の判断は最後の手段であり、次のような点に留意することが必要である。
（１）メリット・デメリットの検討
複数の選択肢からメリットとデメリットを可能な限り挙げ、比較検討して本人の最善の利益を導く。

（２）相反する選択肢の両立
二者択一の場合においても、相反する選択肢を両立させることを考え、本人の最善の利益を追求する。（例えば、食事制限が必要な
人も、運動や食材等の工夫により、本人の好みの食事をしつつ、健康上リスクの少ない生活を送ることができないか考える場合等。）

（３）自由の制限の最小化
住まいの場を選択する場合、選択可能な中から、障害者にとって自由の制限がより少ない方を選択する。また、本人の生命・身体の
安全を守るために、行動の自由を制限せざるを得ない場合でも、他にないか慎重に検討し、自由の制限を最小化する。

５．事業者以外の視点からの検討
事業者以外の関係者も交えて意思決定支援を進めることが望ましい。本人の家族や知人、成年後見人、ピアサポーター等が、本人に
直接サービス提供する立場とは別の第三者として意見を述べることにより、多様な視点から本人の意思決定支援を進めることができる。

６．成年後見人等の権限との関係
意思決定支援の結果と成年後見人等の身上配慮義務に基づく方針が齟齬をきたさないよう、意思決定支援のプロセスに成年後見人
等の参画を促し、検討を進めることが望ましい。
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１．意思決定支援の枠組み
意思決定支援の枠組みは、意思決定支援責任者の配置、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用
計画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直しの５つの要素から構成される。

（１）意思決定支援責任者の配置
意思決定支援責任者は、意思決定支援計画作成に中心的にかかわり、意思決定支援会議を企画・運営するなど、意思決定支援
の仕組みを作る等の役割を担う。サービス管理責任者や相談支援専門員が兼務することが考えられる。

（２）意思決定支援会議の開催
意思決定支援会議は、本人参加の下で、意思決定が必要な事項に関する参加者の情報を持ち寄り、意思を確認したり、意思及び
選好を推定したり、最善の利益を検討する仕組み。「サービス担当者会議」や「個別支援会議」と一体的に実施することが考えられる。

（３）意思決定が反映されたサービス等利用計画や個別支援計画（意志決定支援計画）の作成とサービスの提供
意思決定支援によって確認又は推定された本人の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画や
個別支援計画（意思決定支援計画）を作成し、本人の意思決定に基づくサービスの提供を行うことが重要である。

（４）モニタリングと評価及び見直し
意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリングし、評価を適切に行い、次の支援でさらに意思決定が促進されるよう見
直すことが重要である。

２．意思決定支援における意思疎通と合理的配慮
意思決定に必要だと考えられる情報を本人が十分理解し、保持し、比較し、実際の決定に活用できるよう配慮をもって説明し、決定した
ことの結果起こり得ること等を含めた情報を可能な限り本人が理解できるよう、意思疎通における合理的配慮を行うことが重要である。

３．意思決定支援の根拠となる記録の作成
意思決定支援を進めるためには、本人のこれまでの生活環境や生活史、家族関係、人間関係、嗜好等の情報を把握しておくことが必
要である。家族も含めた本人のこれまでの生活の全体像を理解することは、本人の意思を推定するための手がかりとなる。

４．職員の知識・技術の向上
職員の知識・技術等の向上は、意思決定支援の質の向上に直結するものであるため、意思決定支援の意義や知識の理解及び技術等
の向上への取組みを促進させることが重要である。

Ⅲ 各 論
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１．日中活動プログラムの選択に関する意思決定支援
２．施設での生活を継続するかどうかの意思決定支援
３．精神科病院からの退院に関する意思決定支援

５．関係者、関係機関との連携
意思決定支援責任者は、事業者、家族や成年後見人等の他、関係者等と連携して意思決定支援を進めることが重要である。協議会
を活用する等、意思決定支援会議に関係者等が参加するための体制整備を進めることが必要である。

６．本人と家族等に対する説明責任等
障害者と家族等に対して、意思決定支援計画、意思決定支援会議の内容についての丁寧な説明を行う。また、苦情解決の手順等の
重要事項についても説明する。意思決定支援に関わった関係者等は、業務上知り得た秘密を保持しなければならない。

Ⅳ 意思決定支援の具体例

意思決定が必要な場面 ・サービスの選択 ・居住の場の選択 等

本人が自分で決定できるよう支援

自己決定が困難な場合

○本人の意思決定に関する情報の把握方法、意思決定支援会議の開催準備等

○アセスメント ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報

収集・本人の判断能力、自己理解、心理的状況等の把握・本人の生活史等、

人的・物理的環境等のアセスメント・体験を通じた選択の検討 等

意思決定支援責任者の選任
とアセスメント
相談支援専門員・サービス管理責任者

兼務可

意思決定支援会議の開催
サービス担当者会議・個別支援会議

と兼ねて開催可

本人・家族・成年後見人等・意思決定支援責任者・事業者・関係者等による情報交
換や本人の意思の推定、最善の利益の判断

意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画

（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、支援結果等の記録
支援から把握される表情や感情、行動等か
ら読み取れる意思と選好等の記録

意
思
決
定
に
関
す
る
記
録
の

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

○ 意思決定支援の流れ
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Ⅳ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律について
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障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高齢障害者による介護保険サー

ビスの円滑な利用を促進するための見直しを行うとともに、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほ

か、サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。

１．障害者の望む地域生活の支援

(1) 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相
談・助言等を行うサービスを新設する（自立生活援助）

(2) 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを新設する（就労定着支援）

(3) 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする

(4) 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する
介護保険サービスを利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用者負担を
障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける

２．障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応

(1) 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービスを新設する

(2) 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児に対象を拡大する

(3) 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする

(4) 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体において障害児福祉計画を策定するものとする

３．サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

(1) 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能とする

(2) 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を
整備する

平成30年４月１日（２.(3)については公布の日）

概 要

趣 旨

施行期日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律（概要）(平成28年5月25日成立)
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地域生活を支援する新たなサービス（自立生活援助）の創設

○ 障害者が安心して地域で生活することができるよう、グループホーム等地域生活を支援する仕組みの見直しが求められている

が、集団生活ではなく賃貸住宅等における一人暮らしを希望する障害者の中には、知的障害や精神障害により理解力や生活力

等が十分ではないために一人暮らしを選択できない者がいる。

○ このため、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障害者や精神障害者などについて、

本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障害者の理解

力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行うサービスを新たに創設する（「自立生活援助」）。

施設

居宅

自立生活援助

事業所

一人暮らしを希望
する障害者が移行

相談

要請

随時対応

（訪問、電話、

メール等）定期的な巡回訪問

（例：週１～２回）

居宅 居宅 居宅 居宅

ＧＨ 病院 等○ 障害者支援施設やグループホーム等を利用し

ていた障害者で一人暮らしを希望する者等

対象者

○ 定期的に利用者の居宅を訪問し、

・ 食事、洗濯、掃除などに課題はないか

・ 公共料金や家賃に滞納はないか

・ 体調に変化はないか、通院しているか

・ 地域住民との関係は良好か

などについて確認を行い、必要な助言や医療機

関等との連絡調整を行う。

○ 定期的な訪問だけではなく、利用者からの相

談・要請があった際は、訪問、電話、メール等に

よる随時の対応も行う。

支援内容
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・遅刻や欠勤の増加
・業務中の居眠り
・身だしなみの乱れ
・薬の飲み忘れ

企業等

就労定着に向けた支援を行う新たなサービス（就労定着支援）の創設

就労移行支援事業所等
働く障害者

・ 障害者就業・生活支援センター
・ 医療機関
・ 社会福祉協議会 等

②連絡調整

関係機関

②
連
絡
調
整

一般就労へ移行

就労に伴い生じている生活面の課題

⇒生活リズム、体調の管理、給料の浪費等

①
相
談
に
よ
る

課
題
把
握

就労定着支援
事業所

③
必
要
な
支
援

○ 就労移行支援等の利用を経て一般

就労へ移行した障害者で、就労に伴う

環境変化により生活面の課題が生じ

ている者

対象者

○ 障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との

連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施。

○ 具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体

調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援

を実施。

支援内容

○ 就労移行支援等を利用し、一般就労に移行する障害者が増加している中で、今後、在職障害者の就労に伴う生活上の支援

ニーズはより一層多様化かつ増大するものと考えられる。

○ このため、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービス

を新たに創設する（「就労定着支援」）。
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重度訪問介護の訪問先の拡大

○ 日常的に重度訪問介護を利用している最重度の障害者で

あって、医療機関に入院した者

※障害支援区分６の者を対象とする予定

※通院については現行制度の移動中の支援として、既に対応

訪問先拡大の対象者

○ 利用者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）につい

て、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげる。

○ 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に

合った環境や生活習慣を医療従事者に伝達し、病室等の環境

調整や対応の改善につなげる。

訪問先での支援内容

重度訪問介護

事業所居宅

利用者にあった

体位交換等が取

られなくなる

⇒体調の悪化

現行の訪問先

重度訪問介護

事業所居宅

改正後の訪問先

医療機関における重度訪問
介護の利用を可能へ

医療機関

（入院）

医療機関

（入院）

○ 四肢の麻痺及び寝たきりの状態にある者等の最重度の障害者が医療機関に入院した時には、重度訪問介護の支援が受けられ

なくなることから以下のような事例があるとの指摘がある。

・体位交換などについて特殊な介護が必要な者に適切な方法が取られにくくなることにより苦痛が生じてしまう

・行動上著しい困難を有する者について、本人の障害特性に応じた支援が行われないことにより、強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を起こし、

自傷行為等に至ってしまう

○ このため、最重度の障害者であって重度訪問介護を利用している者に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態など

を熟知しているヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援を行うことができることとする。
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介護保険事業所

○ 障害福祉サ―ビスに相当するサービスが介護保険法にある場合は、介護保険サービスの利用が優先されることになっている。

高齢障害者が介護保険サービスを利用する場合、障害福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異なるために利用者負

担（１割）が新たに生じることや、これまで利用していた障害福祉サービス事業所とは別の介護保険事業所を利用することになる

場合があることといった課題が指摘されている。

○ このため、65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用していた一定の高齢障害者に対し、介護保険サービ

スの利用者負担が軽減されるよう障害福祉制度により利用者負担を軽減（償還）する仕組みを設け、障害福祉サービス事業所

が介護保険事業所になりやすくする等の見直しを行い、介護保険サービスの円滑な利用を促進する。

○ 一定の高齢障害者に対し、一般高齢者との公平

性を踏まえ、介護保険サービスの利用者負担を軽

減（償還）できる仕組みを設ける。

【対象者】

・ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉

サービスを受けていた障害者

・ 障害福祉サービスに相当する介護保険サービス

を利用する場合

・ 一定程度以上の障害支援区分

・ 低所得者

（具体的な要件は、今後政令で定める。）

※ この他、障害福祉サービス事業所が介護保険

事業所になりやすくする等の見直しを行い、介

護保険サービスの円滑な利用を促進する。

高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業所
かつ

介護保険事業所

［利用者負担］
ゼロ （低所得者）

［利用者負担］
１割

介護保険事業所になり
やすくする等の仕組み

一定の高齢障害者に対し
利用者負担を軽減（償還）

具体的内容 65歳未満

［利用者負担］
１割

65歳以上 ※介護保険が優先

介護保険サービスの
円滑な利用を促進
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居宅訪問により児童発達支援を提供するサービスの創設

・在宅の障害児の発達支援の機会の確保

・訪問支援から通所支援への社会生活の移行を推進

訪問教育

訪問診療・訪問看護

居宅訪問型保育

居宅訪問型

児童発達支援（新設）

居宅

児童発達支援センター 等○ 重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児

童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出す

ることが著しく困難な障害児

対象者

○ 障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施

【具体的な支援内容の例】

・手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動

・絵カードや写真を利用した言葉の理解のための活動

支援内容

○ 障害児支援については、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられるため、これまで通

所支援の充実を図ってきたが、現状では、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供さ

れていない。

○ このため、重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児

に発達支援が提供できるよう、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービスを新たに創設する（「居宅訪問型児童発達支

援」）。
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保育所等訪問支援の支援対象の拡大

児童発達支援
センター等

保育所等訪問支援
保育所・幼稚園

小学校

放課後児童クラブ

訪問先

集団生活への
適応のための
支援 等

訪問対象
の拡大

乳児院 児童養護施設

改正後

○ 乳児院、児童養護施設に入所している障害児を対象者として追加

※現在の対象者は、以下の施設に通う障害児

・保育所、幼稚園、小学校 等

・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めるもの

（例：放課後児童クラブ）

対象者の拡大

○ 児童が集団生活を営む施設を訪問し、他の児童との集団生活へ

の適応のための専門的な支援等を行う。

①障害児本人に対する支援（集団生活適応のための訓練等）

②訪問先施設のスタッフに対する支援（支援方法等の指導等）

支援内容

○ 乳児院や児童養護施設の入所者に占める障害児の割合は３割程度となっており、職員による支援に加えて、発達支援に関する

専門的な支援が求められている。（乳児院：28.2％、児童養護施設：28.5％／平成24年度）

○ このため、保育所等訪問支援の対象を乳児院や児童養護施設に入所している障害児に拡大し、障害児本人に対して他の児童

との集団生活への適応のための専門的な支援を行うとともに、当該施設の職員に対して障害児の特性に応じた支援内容や関わり

方についての助言等を行うことができることとする。

44



医療的ケアを要する障害児に対する支援

○ 医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管

栄養などの医療的ケアが必要な障害児（医療的ケア児）が増加している。

○ このため、医療的ケア児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、地方公共団体は保健、医療、福祉その

他の各関連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備について必要な措置を講ずるよう努めることとする。
※ 施策例： 都道府県や市町村による関係機関の連携の場の設置、技術・知識の共有等を通じた医療・福祉等の連携体制の構築

連携

医

療

福

祉
（自立支援）協議会
子ども関係の専門部会等

自治体
担当課
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615

288

812

1230

2344

1735

2126

0
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

関係機関による連携イメージ図

相談支援事業所

児童発達支援
センター等

障害福祉サービス事
業所

・特別支援学校
・訪問教育

教
育

・保健所

・保健センター

保
健

地域中核病院
地域小児科センター

小児科診療所
在宅療養支援診療所

訪問看護
ステーション

◆ 在宅人工呼吸指導管理料算定件数
（0～19歳）の推移

（件）
相談先 人 ％

医療機関の職員（医師、看護師、MSW等） 692 77.4

訪問看護事業所等の職員（看護師等） 405 45.3

福祉サービス事業所等の職員 292 32.7

行政機関の職員（保健師等） 216 24.2

学校・保育所等の職員 317 35.5

知人・友人 412 46.1

患者団体・支援団体 46 5.1

その他 32 3.6

相談先がない・分からない 31 3.5

平成27年度厚生労働省社会・援護局委託事業「在宅医療
ケアが必要な子どもに関する調査」速報値

◆ 育児や療育、在宅での生活等の全般に
関する相談先

(N=797（複数回答）
出典：社会医療診療行為別調査

◆ 特別支援学校及び小中学校における
医療的ケアが必要な幼児児童生徒数

出典：文部科学省「特別支援学校等の医療的ケアに関する

調査結果」（※小中学校は平成２４年度から調査）

5,901 
7,306 7,774 

976 

0

4,000

8,000

12,000

平成18年度 平成22年度 平成26年度

小中学校（通常の学級

及び特別支援学級）

特別支援学校

（人）
8,750
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障害児のサービス提供体制の計画的な構築

【基本指針】
○ 厚生労働大臣は、障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の整備や円滑な実施を確保するための基本的な

指針を定める。

【障害児福祉計画】
○ 市町村・都道府県は、基本指針に即して、障害児福祉計画を策定する。

（市町村障害児福祉計画）
・障害児通所支援や障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

（都道府県障害児福祉計画）
・障害児通所・入所支援、障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
・都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の自治体が指定する障害児通所支援や障害児相談支援の種類
ごとの必要な量の見込み

・各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数

※上記の基本指針、市町村障害児福祉計画、都道府県障害児福祉計画は、障害者総合支援法に基づく基本指針、市町村障害福祉計画、都道

府県障害福祉計画と一体のものとして策定することができる。

○ 放課後等デイサービス等の障害児通所支援や障害児入所支援については、都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生
ずるおそれがあると認めるとき（計画に定めるサービスの必要な量に達している場合等）、都道府県は事業所等の指定をしな
いことができる。

具体的内容

○ 児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援などについて、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町

村において障害児福祉計画を策定する等の見直しを行う。

※ 現在、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスについては、サービスの提供体制を計画的に確保するため、都道府県及び市町村が障害福

祉計画を策定し、サービスの種類ごとの必要な量の見込みや提供体制の確保に係る目標等を策定。
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補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加）

具体的内容

○成長に伴って短期間での交換が必要となる
障害児

○障害の進行により、短期間の利用が想定さ
れるもの

○仮合わせ前の試用

貸与が適切と考えられる場合（例）

※ 上記のような場合が想定されるが、今後、
関係者の意見も踏まえて検討。

※ 身体への適合を図るための製作が必要なも
の等については、貸与になじまないものと考
えられる。

補
装
具
の
購
入
希
望 ・ 成長に合わせた作り

替えが必要
・ 適切な補装具の選定
が必要

・ 早期に不適合が予想
されない
・ 必要な補装具が明確

貸与の
活用

購入
（製作）

貸与の
継続

○ 補装具費については、身体障害者の身体機能を補完・代替する補装具の「購入」に対して支給されているが、成長に伴って短

期間での交換が必要となる障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の便宜を図ることが可能な場合がある。

○ このため、「購入」を基本とする原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考えられる場合に限り、新たに補

装具費の支給の対象とする。

【座位保持椅子】

姿勢を保持することが困難な
障害児が日常生活の中で使用

※対象種目については、
今後検討。

歩行機能を補うため、
移動時に体重を支える
器具

【歩行器】

＜貸与の活用があり得る種目（例）＞
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利
用
者

障害福祉サービス等の施設・事業者 都道府県

閲覧
（インターネット）

○障害福祉サービス等情報の公表
施設・事業者から報告された情報を

集約し、公表。

反映

＜障害福祉サービス等情報＞

■基本情報
（例）事業所等の所在地

従業員数
営業時間
事業所の事業内容 など

■運営情報
障害福祉サービス等に関する具体的な
取組の状況
（例）関係機関との連携

苦情対応の状況
安全管理等の取組状況 など

■都道府県が必要と認める事項（任意）

必要に
応じて
調査

報告

○ 障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるよ
うにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっている。

○ このため、平成28年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律において①事業者に対して障害
福祉サービスの内容等を都道府県知事へ報告することを求めるとともに、②都道府県知事が報告された内容を公表する仕組みを
創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とする（平成30年４月施行）。

○障害福祉サービス等情報の調査

新規指定時、指定更新時、虚偽報告が疑わ

れる場合などにおいて、必要に応じ訪問調
査を実施し、結果を公表に反映。

障害福祉サービス等情報公表制度の概要

１．趣旨・目的
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自治体による調査事務・審査事務の効率化

指導監査事務

①立入検査・命令・質問の対象者の選定

②立入検査

③報告・物件提示の命令

④質問や文書提出の依頼

指定事務受託法人
（都道府県知事が指定）

事務処理能力や役職員
の構成等を踏まえ、文
書提出の依頼や質問等
の事務を適切かつ公正
に実施可能な法人

業務委託を
可能とする

○ 障害者自立支援法の施行から10年が経過し、障害福祉サービス等の事業所数や利用者数は大きく増加しており、自治体によ

る調査事務や審査事務の業務量が大幅に増加している。

※請求事業所数 ： 平成22年４月 48,300事業所 → 平成27年４月 90,990事業所

※利用者数 ： 平成22年４月 570,499人 → 平成27年４月 906,504人

○ このため、自治体による調査事務や審査事務を効率的に実施できるよう、これらの事務の一部を委託可能とするために必要な

規定を整備する。

※ 介護保険制度では、既に同様の制度が導入

されている。

引き続き
自治体が
実施

○ 自治体の事務のうち、公権力の行使に

当たらない「質問」や「文書提出の依頼」

等について、これらの事務を適切に実施

することができるものとして都道府県知事

が指定する民間法人に対し、業務委託を

可能とする。

○ 市町村が実施する障害福祉サービスの給付費の「審査・支払」事務について、現在、「支払」を委託している国民健康保険団

体連合会に、「審査」も委託することができることとする。

※ 現在、国保連では、「支払」を行う際に、必要な「点検」も併せて行っているが、今後、点検項目の精緻化等を図ることにより、審査として効果的・効

率的に実施できるようにすることを検討。

①調査事務の効率化

②審査事務の効率化

49



Ⅴ 平成30年度障害福祉サービス等報酬改
について
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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容

 障害者の重度化・高齢化への対応、医療的ケア児への支援や就労支援サービスの質の向上などの課題に対応

 改正障害者総合支援法等（H28.５成立）により創設された新サービスの報酬・基準を設定

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の改定率：＋0.47％

１．重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類
型を創設

２．一人暮らしの障害者の理解力、生活力等を補うための支援を行
う新サービス（前回の法改正に伴うもの）、「自立生活援助」の
報酬を設定

３．地域生活支援拠点等の機能強化

４．共生型サービスの基準・報酬の設定

１．人工呼吸器等の使用や、たん吸引などの医療的ケアが必要な障
害児が、必要な支援を受けられるよう、看護職員の配置を評価す
る加算を創設

２．障害児の通所サービスについて、利用者の状態や事業所のサー
ビス提供時間に応じた評価を行う

３．障害児の居宅を訪問して発達支援を行う新サービス（前回の法
改正に伴うもの）、「居宅訪問型児童発達支援」の報酬を設定

障害者の重度化・高齢化を踏まえた、
地域移行・地域生活の支援

医療的ケア児への対応等

精神障害者の地域移行の推進

１．一般就労への定着実績等に応じた報酬体系とする

２．一般就労に移行した障害者に生活面の支援を行う新サービス
（前回の法改正に伴うもの） 、「就労定着支援」の報酬を設定

就労系のサービスにおける工賃・賃金の向上、
一般就労への移行促進

１．計画相談支援・障害児相談支援における質の高い事業者の評価

２．送迎加算の見直し

障害福祉サービスの持続可能性の確保

１．長期に入院する精神障害者の地域移行を進めるため、グループ
ホームでの受入れに係る加算を創設

２．地域移行支援における地域移行実績等の評価

３．医療観察法対象者等の受入れの促進
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次期報酬改定に向けた検討事項

① サービスの質を踏まえた報酬単位の設定
・ 次期報酬改定においては、サービスの質に関する調査研究を行うなど、サービスの質を報酬体系に反映させる手

法等を検討する。

② 客観性・透明性の高い諸情報に基づく報酬改定
・ 報酬改定の基礎となる諸情報について、客観性・透明性の高い手法により把握するための所要の措置を講じた上

で、きめ細かい報酬改定を適切に行うための検討を行う。

③ 食事提供体制加算について
・ 食事の提供に関する実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。

④ 身体拘束等の適正化について
・ 「身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、職員等に対する研修の定期的な実

施」についても努めるものとし、その上で、更なる見直しについて検討する。

⑤ 居宅介護について
・ 居宅介護の利用実態等を把握しつつ、身体介護と家事援助の報酬や人員基準について検討する。

⑥ 医療的ケア児者について
・ 医療的ケア児者の厳密な定義（判定基準）について、調査研究を行った上で、評価のあり方について引き続き検

討する。

○ 以下の事項等について、次期報酬改定に向けて引き続き検討、検証を行う。
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